
 

   越前町内施設における防犯カメラ等の設置及び運用

に関する要綱 

平成３０年４月１日 

告示第１３号 

（趣旨及び目的） 

第１条 この要綱は、越前町内の施設 (以下「施設等」という。)に設置する防犯カメ

ラ及び監視カメラ（以下「防犯カメラ等」という。）の設置及び運用並びに画像の適

正な管理に関し必要な事項を定めることにより、安全で安心な町民生活を実現する

とともに、個人のプライバシーその他個人の権利利益を保護することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）  防犯カメラ等 犯罪の予防等を目的として、不特定の者が出入りする場所

を撮影するために固定して設置する映像撮影装置で、映像表示及び映像記録

の機能を有するもの又は映像表示の機能を有するものをいう。 

（２）  映像データ 防犯カメラ等により撮影された映像で、電磁的記録媒体に記

録されたものをいう。 

（施設等の名称及び設置の目的） 

第３条 防犯カメラ等を設置する施設等及び設置目的は、別表第２のとおりとする。 

（管理責任者の設置） 

第４条 防犯カメラ等の適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ等管理責任者（以 

下「管理責任者」という。）を置く。 

２ 管理責任者は、防犯カメラ等を設置する施設を所管する課長をもって充てる。ま 

た、施設管理に関する業務を、指定管理者(地方自治法(昭和２２年法律第６７号) 

第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。)に行わせる場合は、その代表 

者をもって充てる。 

（管理責任者の責務） 

第５条 管理責任者は、防犯カメラ等及び映像データを適正に管理し、及び運用する

ために必要な措置を講じなければならない。 

２ 管理責任者は、防犯カメラ等及び映像データを取り扱う者（以下「防犯カメラ等

取扱者」という。）に対し、越前町個人情報保護条例（平成１７年越前町条例第１１

号。以下「条例」という。）の規定を遵守した取扱いを行うよう指導及び監督しなけ

ればならない。 

３ 管理責任者は、防犯カメラ等及び映像データの管理又は運用に関する業務を委託

するときは、その受託者が当該業務について条例に定めるもののほか、この要綱の

規定に基づき適正な取り扱いを行うよう、必要な措置を講じなければならない。 

（防犯カメラ等取扱者の責務） 

第６条 防犯カメラ等取扱者は、映像データに含まれる個人情報について、条例の規



 

定を遵守し、適正に取り扱わなければならない。 

（防犯カメラ等の設置に係る措置） 

第７条 管理責任者は、防犯カメラ等が設置されている旨を明確かつ適正な方法によ

り表示しなければならない。 

２ 管理責任者は、撮影区域を必要な範囲に限定するよう努めなければならない。 

（防犯カメラ等の作動時間） 

第８条 防犯カメラ等の作動時間は、別表に定めるとおりとする。 

（映像データの保管期間） 

第９条 映像データは、次に掲げる場合を除き、おおむね１か月以内とする。 

（１）  捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合 

（２）  その他管理責任者が特に必要と認める場合 

２ 管理責任者は、前項により画像の保存期間を変更したときは、その理由を記録し

なければならない。 

（映像データの保管方法） 

第10条 管理責任者は、映像データが記録された電磁的記録媒体を施錠することがで

きる保管庫に保管する等映像データの盗難、散逸等の防止のために必要な措置を講

じなければならない。 

２ 管理責任者は、映像データの保管状況を定期的に確認し、その適正な管理に努め

なければならない。 

３ 管理責任者は、映像データについて前条に規定する保管期間が経過した後、重ね

撮り等により速やかにこれを消去しなければならない。 

４ 管理責任者は、映像データを記録した電磁的記録媒体を廃棄する場合は、読み取

りが物理的に行えないよう、破砕、裁断等の処理をしなければならない。 

（映像データの目的外利用及び外部提供の制限） 

第11条 管理責任者は、映像データをその収集の目的を超えて利用し、又は外部に提

供してはならない。ただし、条例第７条第２項各号の規定に該当する場合は、この

限りでない。 

（映像データの複製の制限） 

第12条 映像データは、複製や加工をしてはならない。 

（苦情処理） 

第13条 管理責任者は、防犯カメラ等の設置等に関する苦情があったときは、適切か

つ迅速な処理に努めなければならない。 

（その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



 

別表（第３条、８条関係） 

施設等 設置目的 作動時間 

アクティブハウス越前 防犯及び施設の安全管理 終日 

越前温泉露天風呂日本海 防犯及び施設の安全管理 終日 

越前がにミュージアム 防犯及び施設の安全管理 終日 

越前町立あさひ保育所 
事故防止や事故後の検証の

体制強化 
終日 

越前町立朝日西保育所 
事故防止や事故後の検証の

体制強化 
終日 

越前町立朝日南保育所 
事故防止や事故後の検証の

体制強化 
終日 

越前町立宮崎中央保育所 
事故防止や事故後の検証の

体制強化 
終日 

越前町立小曽原保育所 
事故防止や事故後の検証の

体制強化 
終日 

越前町立福井総合植物園プラ

ントピア朝日 
防犯及び施設の安全管理 終日 

越前陶芸村文化交流会館 防犯及び施設の安全管理 終日 

笈松区自営柱 積雪状況の把握 終日 

道の駅「パークイン丹生ケ丘」

観光案内所 
防犯及び施設の安全管理 終日 

道の駅「越前」観光案内所 防犯及び施設の安全管理 終日 

 


